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1.はし が き

港湾において，日本資本主義の原始的蓄積期から国家独占資本主義の今日

に到るまで，一貫して変らないのは，その用役生産における日雇労働者への

依存である。港湾労働は実に日雇仲仕－El雇港湾労働者によって維持されて

きたといっても過言ではない。

にもかかわらず，正当な労使関係の外にあったかれらの歴史を知ることは，

きわめて困難である。隅谷三喜夫氏はその 「日本賃労働史論」のあとがきで，

資木の場合と異なって賃労働は自己の歴史について，殆んど何らの記録を残

していない，といっておられる。まさにその数少い記録のなかでも，封建的

労働組織の員ーとしての常用仲仕については，まだ何ほどかの根跡を認める

ことができるのは幸いであるが，日雇仲仕を知る道筋は，特に時代を逆上る

ほど仲仕以外の日雇や他の貧民層の中にまぎれており，判然しがたい。

しかしながら，港湾における賃労働の成立や港湾荷役業（仲仕組〉や海運業

の資本蓄積（荷役業はきわめて小規模〉に，主要な役割を果したと考えられる

かれら日雇仲仕に関しては，なお究明されると ころがあってもよいのではな
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いだろ うかコそのことは，ひいては常用仲仕や荷役業 （仲仕組〉の分析に役

立ちうるものであろう し またさらに，今日の港湾における生産構造，雇用

構造， 労資関係， 労働運動等を識る一つの有力な手がかりになるはずであ

る。

しかも港湾における賃労働や荷役業は産業資本や交通資木の確立，発展，

貿易の振興，戦争や労働運動などと密接有機的な関連の上に担えられるべき

であり，原蓄期においてはことさらにそれが要求される と考える。

木論はこう した問題意識になった日浅い日本港湾労働研究の一部であるわ

不十分な点もあり試論というよりもむしろ覚書きの域をでないかもしれな

い。大方の厳しい御批判をいただければ主主である。

2. 港湾における賃労働の成立・原始的蓄積

日本資本主義における産業資本の， 原始的蓄積のための賃労働者は， 幕

末，すでに存在した寄場人足としての徒刑囚や貧民，あるいは都市貧民や浮

浪者に加えて，明治新政府の政治課題であった秩鵡処分と地租改正によって

創出された。

秩J政処分は，1869（別治2）年から1876c明治 9）年にかけて行われ，こ

れによってそれまでの身分制度は解消はしたが，結局，全国 157万にも達す

る没落窮乏土族が生み出された。

地租改正は， 1875 c明治 8）年にはじまって1881c明治14）年に完了し
た。改良された地租自体の特徴は，封建｜時代の貢租に匹敵するほどに高率で、

あり，まったく金納に統一されていた。ω こうした高率の金納地租は，商

品経済の農村への診透を促進し， 前i人高利貸の進出を促し，農民層の大規模

な分解を進展し，多量の下層貧農民層を積出した。∞

さらに殖産興業政策による新産業 ・移植産業の導入興隆にともない，封建

II寺代からのキソレド職人や中小商人層などの没落が始まり，それによっても賃

労働者は供給された。
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こうした人々の多くは半プロレタリアートとなり，あるものは農村賃労働

者として農村およびその周辺に滞留し， あるものは他県への出稼におもむ

き，次第に大量に都市下層に流入沈澱していったのである。

農村における潜在的過剰人口のうち，幸か不幸か疾病を免れ，しかも家族制度の温

床に恵まれなかった部分にして否応なしに都市に流出せしめられたものは，工場労働

者となりえない限り，日雇人夫，車力，仲仕などとなり，かかるものとして一家を形

成するほかない （風早八十二「Fl本社会政策史」53頁〕

と指摘されているように，かれらのなかから，当時開港によって外国貿易が

開始され，次第に繁栄期を迎えるようになった，神奈川（横浜港〉 ，兵庫

（神戸港），箱館，長崎などの新興港湾都市に流入してきた者が少くなかっ

たのであるコω 「神戸港開港三十年史」は，その聞の1背景を次のように伝

えている） 1870 （明治 3）年のことである。

｜止上は一般に飢鵠と称し，南京米の続々輸入さるるl時勢なれば，制民は四方より述

きを厭わず，老も幼も男も女も波t:~i の如く事11戸にjfl]v、て群入し，市街に乞食の多きこ
と，実に前代未聞の有様なり・・。

こうした制民と呼ばれる貧困窮乏層の都市流入は， 1871（明治 4）年12月

十こ，太政官が各地方長官にその処置について通達を行っていることからも，

全国的な現象だったと理解される。（4)

港湾における荷役労働が，乞食 ・浮浪者と化しTこかれらにとって，その労

働力をてっとり早く売ることのできる有力な労働力市場であったことはいう

までもないd 港湾地域一開港ー場に調集したかれらの多くは，以下に述べる労

働力確保 ・固縛策によって定着し，あるいは定着を余儀なくされ，やがて既

存の封建的労働組織である仲仕組織とともに，一部は新らしい封建的労働組

織を形成し，固定的あるいは浮動的に港頭に荷役する:0労働者＝港湾労働者

となっていったのである。

たとえば神戸港では，村年寄たちの肩入れで，当時すでに人いれ稼業〈労

働力供給業，港湾1•11仕としてだけではない〉を行っていた関問清次郎に，県

当局が7500両の大金を援助し，建坪 500余坪の俗に百人部屋といわれる人足

の屯所を建築して浮浪者を収容させているO 百人部屋は日雇1111仕の寄：場であ
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ると同時に浮浪者の収容場であり， 1872（明治5）年の半ばには，収容者数

は，港湾仲仕 200名の外無宿の乞食，不具者，前科者等 L000名を越したと

いわれ，かれらは港湾荷役には鑑札を与えられて就業した。この百人部屋は

1874 （明治7）年まで続いている。（5) こうした，その施策の当初から授産

所的な性格をもった人足寄場は，おそらく当時としても例外的なものであろ

うが，これによって治安対策としての浮浪者取締と同時に港湾労働力の貯留

が可能となったわけで、ある。

1873 （明治6）年2月，東京営繕会議所は， 「封建体制の動揺から生じた

窮民及乞食を救仰するとともにこれを生産労働者に陶冶すること」を意図し

て，上野に養育院を設け， 240名を収容し，日雇会社を設立させ就労の便を

はかつており，他の都市にも類似の窮民救済施設ができている。上記の百人

部屋は，これらに似た港湾版といえる。

横浜港では，鈴村要蔵（6）が， lllJ会所の設けた人足会所の頭取りの免許を与

えられ，荷役，土木工事一切の総頭取として労働力供給を行った。この人足

会所は現在の元浜町 1丁目にあ り，鈴村要蔵はその裏に小屋を造り沖荷役の

仲仕を住まわせており，小屋は当時要蔵部屋と呼ばれた。かれはさらにこう

した部屋を配下の世ー話ー役や小頭に市内のあちこちに造らせている。また朝団

又七（りなども，やはり沖仲仕部屋を造っている。

大阪港では，仲仕は梅本町天満堂社内におかれた人足世話方出張所より供

給され，岩国屋和三郎ω， 政田屋源兵衛， 福島屋嘉兵衛らがこれを取扱っ

た。かれらは沖行や神戸行のために常用人足を擁し，不足の折には地日雇の

人足を雇入れたもので，当然、人足の起居する「部屋」あるいは「寄場」のあ

ったことは想像できる。

このよ うにいずれの港においても，固定的な港湾労働力は 「仲仕部屋Jに

よって確保 ・統制されたのであるが，横浜港や大阪港における「仲仕部屋」

と神戸港の「百人部屋Jとを同列に論ずることはできない。後者は授産所的
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性格を有しており前者にはそれがみられないが，後者はなによりも日雇仲仕

の確保供給にあてられたものであり，前者には常用仲仕が起居したからであ

る。もっとも日雇仲仕については，必ずしも常に百人部屋の如きものがあっ

たわけで・はなL、。 しかしながら，たとえば鈴村要蔵がその配下に造らせた吉

浜町，石川町・，松景町， 中村町などの「部屋Jには，日雇仲仕にあてがわれ

たものもあったのではないだろうか。

常用仲仕， 日雇仲仕については，次に述べるが，体力さえあれば，不熟練

労働力のままで十分通用しえた当時の港湾荷役では，日雇十，，仕でも力量才覚

のある者は，旧来の仲仕組の一員たる常用イ小仕に上向し，不安定（経済的だ

けでなく身分的にも〉な生活を脱け出ることができたが，それは限られた者

Tこちで・しかなく，通常かれらの聞には身分的な一線が画されていたもののよ

うである。 したがって常用と 日雇とが同居していたとは考えにくいn

明治初年の日雇付1仕の 「部屋」あるいは「部屋」以外の日雇仲仕の統轄形

態については，残念ながら記録が少いが，それは常用仲仕の「部屋」に準じ

たものと推測される。

明治初年の諸救貧策は「やL賃労働形成に視点をおいたものもないではな

いが，大部分小生産者育成を志向していたのであり，それは当時未だ不熟練

の窮民労働者に対する需要が総体的にさして大きくなかったことに対応す

る（9）」といわれているが，港湾においては小生産者育成よりも，賃労働者と

して不熟練の自由な窮民労働者をこそ必要と したのである。

しかしそうであるにしても，生産手段の幼稚な当時では，荷役需要もさ し

て大きいものではなし百人部屋などの場合，上野養育院の如き賃労働者形

成の明確な意図よりも， むしろ浮浪者の取締 ・収容にこそより視点がおか

れ，就業さえも取締りのー形態であったと考えられる、

以上に概観した如く，港湾における賃労働は，基本的には「部屋制度」を

媒介にして形成されたものである。
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注 （1) 「地方官心得」の検査例では， 41反の収獲米1石6斗，石3門としてその代

金4円80銭のとき，地調：lは1円22銭4座，村入費は地租の 3分の l，すなわち
40銭 8 厘，地租と村入~とを合せると 1 円63銭 2厘となり収穫米代仰の 3 訓 4
分となる （「1:1木における資木主義の発達」 19頁。以下「発達」と略す〉。

(2) 当日寺の地租滞納者総員の 7i!llJ 2分は，其の滞納の原因貧困にありという（「Fl
木産業資料大系」（2),424～425頁〉。

隅谷三喜男「日本賃労働史論」は， j良民層の分解による賃労働の形態を， 1 

i定村マニュの展開を基盤として，決村地帯に生じた賃労働需要に対し，周辺農
村の中貧農の中から析出されたもの， 2中貧農の過剰な労働力が自己の周辺に

おいて雇用の機会を見出しえないため，単身遠隔地の工場・鉱山その他へ出稼

ぎするもの，3段村における生活の破綻から一家をあげて，あるいは一家離散

して都市下層に流出したもの，と三つに分類した上で， 「明治前期の賃労働は

段民胞との関係から云えば， 通勤半プロレタリアを主軸として形成されてい

た」としている。

(3) 渡辺徹 「明治J11jjj;JJの労働力市場形成をめぐって」は，この，riir，につして， 「こ

れら労働力群（仲仕・土工等〉も直接決村から流出したものであるよりは，都

市貧民 ・ 浮浪者の流入が主であ ったと思われる。・・・勿論このことは~村から

全く流出しなかったとい う のではなく，~＊寸よりの流出や出稼労働の存在を全
的に脊定するのでなく ，それが主体ではないというにとどまるのである」とい

っている。

(4）大島藤太郎「封建的労働組織の研究J170頁。以下「研究Jと略す。
(5) 「神戸港開港三 卜年史・乾」 407～409頁。
(6), (7）鈴木要蔵は当時開港場の顔役であり，1873年（明治6〕には，沖仲仕の

鑑札制度ができ，かれはその取扱の権限を一任され， Y'l-1人足鑑1・Lの元締となっ
た。朝団叉七は，駿河出身の博徒であるが，後に朝回目iWl店として， 三菱会社
汽船の横浜港における取次を一手に引受けた。

(8) のちに同業の仲仕組織である偲村屋や丹波屋と合同して仲仕組令富島飢を官lj

立し， 大阪商船会主i：の大阪港における荷役を専属に行った。
(9）附谷 「前崎書」 92頁。 なお「前期的窮民の析出と陶冷」については，問書74

～94頁参照。

3. 原始的蓄積期の港湾労働者

江戸H寺代には，船積貨物の水揚げや配達に従事した者を，大阪独特の方言

で仲仕とよんでいるο これは古くは，仲使，仲士，イ1:j:1子といった字を用いて

いるが，十l1fKあるいは仲間見ぞから転靴した言葉であるといわれるω。また十，，

仕を江戸では俗に小揚げ∞と日子び，尾道あた りでは仲背の字を用いてい

た。ω （以下特別の場合を｜徐き仲仕の認を用いる〉

十，，仕には常用仲仕と日雇十，，仕があり，利l戸ではこれを常人足．部屋人足，臨
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時人足といった呼称で、区別していた。部屋人足と臨時人足は「部屋」に住ん

でし、るかいないかの違いであり，いづれも日雇人足である。

ここで注意しておかねばならないのは，常用仲仕，日雇仲仕といっても，

それは機能的身分的にみた名称であって，実際に労働力を必要とする雇主と

の関係は，あくまで日々の雇用関係でしかなかったということである。すな

わち，当時の常用あるいは常とL、う文字は，現今の如く，固定した雇用関係

を意味するものではなく，むしろ封建的労働組織における組親方と子方の固

定した人間的結合関係を意味すると考えるのが妥当であろう。

明治の中葉までは，まだ沿岸航路を主とする 100トン前後の小型木造帆船

（和船〕が圧倒的に多く ω， 積荷も 100ケ以上になることは少なかったた

め，荷役に多人数を必要としなかったっしたがって，封建的労働組織の荷役

を家業とした仲仕組は，家業経営事務と直接の荷役労働とにたずさわるだけ

の，極めて小規模の組織で十分であり，常時は小数の常用仲仕を保有してい

れば足りたのである。

また，荷役需要の間断や不足の折には，親方はかれら子方仲仕に対して経

済的責任を負う，いわゆる商倒を見ねばならないわけであるから，大多数の

常用仲仕を擁するには，自ら限度があったであろう。

荷役方法そのものも， まだ極めて簡単であった。その指揮監督にも格別の

責任者をおかず，仲仕を連れていった係りの者が荷物揚降しの事務を兼ね，

貨物もーケづっ揚降ししていた（5）。しかしながら，こうした小規模の荷役で、

あっても，海上運送が（特にl帆船や機帆船であれば〉予測不可能な自然条件

に大きく支配される限り，荷役需要の波動性（6）は木来的に不可避であり，常

用イ＂＇＇仕で不足した場合は日雇仲仕，日 雇人夫が調達されるのが常であった。

この不安定な日雇労働力に依存する港湾労働力の供給構造は，現在に至るま

で一貫して変っていない。

明治初期，イ中イ土の荷役は，外国船舶が主な対象であった。当時の貿易は専

ら外国商人の専制に牛耳られており，貿易貨物の海上輸送や取引上の手続な
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どは，ほとんど全てが外国船舶，外国商人に依存せざるをえなかったので、あ

る。下表の如く，明治末期においても，なおかれらの輸出入貨物取扱の割合

は大きかったのであり，したがって，日木人の仲仕組は，大阪商船会社に直

横浜港 ・神戸港内外商別輸出入取扱割合 （ 

港 ｜ 横 浜港

輸出 l輸入 ｜輸 出 ｜輸入

明 治 l内商 ｜外 商 ｜内商 ｜外商 ｜内商 ｜外商 ｜内間 ｜外商
1900 

23.2 76.8 28.6 71. 4 33 

1901 
24.8 75.2 37.0 63.4 34 

1906 
36.5 63.5 46.6 53.0 39 

1909 
41. 4 58.6 45.3 54, 7 42 

1911 
51. 5 63. 81 36.2 44 

注 神戸港は朝日新聞社 「日本経済統計総観」 236頁横浜港は「横浜貿易新＇＊」第
3174号 （明治43年2月23El）による。

結した富島組の如き例外もあるが， かれらに傭われて実際の荷役労働のみに

従事するのが一般的な傾向であった。

このよ うに港湾の用役生産を規定する経済的客観的諸条件は，揺能期にあ

る日木資本主義ではまだ緩やかであり，その労働形態も，何ほどか幼稚で単

純なものであったが，労働の場を離れた生活状態はどのようなものであった

カミ。

まず常用仲仕の場合であるが，かれらは通常は所属する仲仕組の一員と し

て，十I＇仕部 屋に起居していた。 部屋住みの多くは独身の平イ1.1:1仕で， 妻帯者は

1戸を構えるーといってもせいぜい粗末な長屋などであったがーのが普通で・

あった。組では，妻帯すること自体が満足のゆける実力ある働き手を意味し

たので・ある。
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こうした仲仕部屋は，木質的には納屋制度と同じように，賃労働の拘置 ・

陶冶 ・統轄を目的とするものであるが，その内部統制のための厳重な階級制

度，あるいは世話役や小頭級による逃走防止の監督などは，さきに述べた比

較的緩やかな労働条件のもとでは，後年みるようにさほど荷酷なものではな

かったと思われる。この点，村落を離れた山間にあって，堀れば出る，逆に

堀らねば出ないという鉱山業における蛾烈な資本原蓄に貢献した納屋制度

と必ずしも同列に論ずることはできないのではあるまいか。

しかしながら，部屋住みするために親方には部屋代または屋根代を払わね

ばならず，部屋代以外のあれこれも含めて，それらは大程賃金から天引され

たのである。したがって仲仕の実収入は賃金の数割減であった。

親方は，請負賃の一部を仲仕賃金として支払い，一部を荷役用具の整備購

入に費し，残りを自分の利益としたから，たまたま荷役能率が上り域収があ

っても，時に多少骨折貨が余分に貰えるくらいで，十，，仕たちは，それについ

てはほとんど干与できなかったのであるつその反面欠損がででもイ，，，仕の負担

はなかった（もしあれば，かれらは組を離反し，組織は崩壊するであろう〉

が，笑際にはよほどの旧式船でない限り，荷役による欠損が生ずることはな

かったといわれているm。

仲仕組親方の利益は，封建的身分関係に依拠した，この単純な搾取機構に

あったのであるが，それは資本蓄積というには同じ搾取基盤にたった海運業

に比すれば， 4R~いに等 しし、小規様なものにすぎなかった。

ともあれ，常用イ中仕はこうした身分関係のなかでは，人並な生活を保つこ

とはできた 3 しかし日雇仲仕の生活は，きわめて惨めなものであった。

「アンコなに食うアフゃれたときは，蛸にさとされ足を食う」といわれたの

は，後のことであろうが，この言葉そのものが日雇仲仕の生活であった。

百人部屋の如きに収容されていた者は，授産所的収容所相応に整った施設

であり，まだしもましであったο

日雇仲仕の多くは，開港地に流入部・留した零蒋細民ないし貧民ωがp たか
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だか 1分かl分1朱の低賃金で冷酷，非情に酷使され，自らを摩滅させつつ

も生き残って港域に定着したものであろう。がそれでもなおかれらは，仲仕

周旋業や労働下宿とし、 う縄張りをもった人入れ稼業によって，すでに就労過

程における搾取を経て供給されねばならなかったコこの点「部屋」の機構と

よく似ている。

時代は少し後になるが， 1891c明治24）年2月21日付の朝日新聞は，日雇

仲仕の窮状を次のようにつたえている。

彼らの生活状態の一端を窺ってみるに，わずか2畳ばかりの小部屋に5・6人も同

宿，l枚の煎餅布団にくるまって起居し，食事は軍隊の残飯をもらいうけてすませる

といった有様であった。 24年頃は物価も比較的安く ，1日5銭もあれば何とか口すぎ

できたが，彼らにはこの小額すらま与ならなかヮたようで，当時ある慈善家が，1円

3銭5厘で生活できる部屋を難波村に建てた・・・・・此等の家賃は日済にても畳2畳，護

1つを付けて 1日1銭2座より 1銭5厘，蒲団2枚付で2銭7厘より 3銭が飛切り，

食事は師団の残飯を l11分1銭2座より 3厘位，夫に3厘程の香物代を合せて4銭5

厘もあれば威張ったものなり。 （数字はアラビア数字にかえた。 以下同じ・・…・引用者）

これを1890c明治23）年の足尾銅山坑夫の生活とくらべてみる。
通常24銭をもって111の稼貨とす。－一其1j1より13銭 （後に12銭5鹿とす〉飯場料及

5分金と11呂へ1「I1銭2鹿を引去られ，之に加ふるに草粧2足代2銭，油 l合3銭5

底，Z定代少くとも 3銭（菜代多きが如しと自ftども，飯場より与ふるものは三度共に味
噌汁にして，之に塩及び醤油を混令するが故に， 酸味食うべからず。故に郷子は別に

莱を買い求めざるべからず〉を費し，喫M者は成るべく節用して 1銭の刑革を用うる

とせば，1日合計23銭7厘を要す。余すところ僅かに3座にすぎず。

この坑夫の立場は，常用仲仕と同列の常夫であろうが， 「余すところ僅か

に3厘にすぎず」といっても， 1日23銭7厘を要した（その 3分の2以上が

飯場頭の搾取であったにしても〉生活にくらべれば， 「4銭 5厘もあれば威

張ったものなり」という生活は，さらに単純な，人間であることを奪われた

労働力再生産機械となっているにすぎなかった。

1891 c明治24）年といえば，すでに官業払下げによって，財閥は着々とそ
の産業資本を確立し，木格的な資本蓄積が強行された段階に入っている。し

たがって明治初年は上と同様ではないであろうが，窮状においてそう大きな

差異はないと考えてまちがし、あるまい。
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注 （1) 仲仕については， 他に，地方によって，風太郎， l土i面，アンコ，権蔵，どん
ごろし，ゴモ，人足等の名称もあり，その発生期は不詳であるが，多くは日雇

仲仕を指していると考えられる（北海道総研編「港湾労働」 162頁参照〉 。と

くに出面は，でずらともいうが， daymenが語源といわれ，文字通り日雇の語、

＊が現わされている。

(2) この言葉は，今日でも築地市場などには残って使われている。たとえば，漁

船から魚河岸に魚を陸錫する専門の会社を小揚会社といい，その料金を小揚料

金というなど。

l3) 「大阪港史 ・第3巻」 77頁。

（生） 西洋型設絡船数のA船質別隻数（統計年鑑〉によると，1887c明治20）年の
不登待j船を含む 100屯以 Fの船舶は，汽船で鉄鋼製が10隻，木鉄交造が6隻，
木製が 347隻，木製帆船が1,039隻，合せて1,402隻であり， 総数1,631隻のお

よそ909話を占めている。

(5) 『大阪港史 ・第3巻」 25～26頁。
(6）荊船特有の構造からくる制限一単帆が簡の正中に懸って逆風・横風の利用が

困難であること，まI着不完全で耐風波性が少ないこと等がいわゆる風待ち湖l
待ちを不可避ならしめ，天候不良に基く季節的休航を余儀なくさせたので、ある

（富永祐治「交通における資本主義の発展」 29頁〕。

荊l船の一例であるが，まだ船舶の機械化がなされていない｜時代は，「波動性」

は経済的要因もさることながら，船体構造や捻進力に基く堪航性によるものが

大きかったと思ーわれる。

(7) 「大阪港史 ・第3巻」 81～82頁。

(8) 紺l民 ・貧民・窮民については，当時の社会階層としては．明確に区別されてい

る。すなわち，組l民は大体定職をもち生活も安定しており，その中核は職人で

あった。が一部には人足，日雇を含んでいた。貧民は，その中核は人力車夫と

l搬入の手伝い， その他の日雇労働者， すなわち，不熟練の筋肉労働者であっ

て，その生活は家族労働によって辛うじて維持される程度であった。いつれも

その居所が，貧民窟や哀！古住いであることにおいて変りはない。また窮民は，

まさに救側llの対象となる貧民の最下層，極貧者を指す。したがって本来の賃労

働者となるのは，細民であり，貧民はこれに準じたといえる。多くの場合，貧

民は世代的に細民l雷へと上昇した (11,'lj谷「前掲書」 107～111頁〉。

4, 原始的蓄積期の仲仕組織 ・港湾荷役業

前項でみたように，明治初期には仲仕組の親方自身が子方と共に，直接荷

役に従事し現場で指揮監督し，記帳するというように，経営者（使用者〉と

労働者の機能は，必ずしも明確な分化をみてはいなかった。

1887 （明治10）年代に入ると，わが国近代的海運業の勃興と共に，それに

所属した荷役専業者が現われ，経営と労働の分化が進み，請負賃や荷役賃に

関する制度が次第に形成されるようになる。そう した荷役業の主だったもの
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をみてみる。

1885 （明治18〕年日本郵船会社が発足すると，神戸では海栄舎がその港湾

荷役の元請となり，沿岸荷役の専業者として郵船陸仲組が生じ，横浜では，

前述した朝回又七【1)による朝団回油店が，三菱会社汽船横浜港取次屋と称し

て，いまでい‘う一般港湾運送事業を営むようになった。

日本郵船会社の前身は，すでに1875（明治8）年のわが国初の近代的海運

業の創始三菱汽船会社にあることを考えると，特定の契約こそなかったが，

商習慣なり縄張りなどによるお得意として，常時荷役を請負うといった仲仕

組がいくつか存在していたものであろう。

1884 （明治17）年に創立した大阪商船会社は，大小の瀬戸内海海運業の合

併によるが，その場合にはイ中仕組の福村屋，丹波屋，さきにあげた岩国屋な

どが合併して仲仕組合富島屋をつくり，大阪商船会社専属のステベ ドアとな

っている。 かれらは合併前の各船主に所属していたもので， これによって

も海運業 ・船主と仲仕組との専属的結合関係は，旧くから存在していたこ

とがわかる。

このように日本船主による海運業の発展が，仲仕組の営業形態に与えた影

響はきわめて大きし、。従来の地域的な営業の縄張りは，むしろ船主と荷主と

の聞に結ばれた請負契約関係に基く営業権に変ることになる。結合した船主

や荷主の発展は，そのま L千I＇仕組の発展となる。外国船も含めて，数社の荷

役を一手に引受けたり，沖荷役（沖仲仕）から鮮運送（貯船頭〉，沿岸荷役

（浜N：仕〉までを総括して詰負うような大規模なものも成長してくる。

1886 （明治19）年に大阪府会に対して一議員が， 「仲仕業は社会的に独立

の営業基礎をもち相当収益をあげているのであるから…ぃ・特別課税せよ」と

建議したのに対して， 「かれらはこれまで車税を納めてきており，よしやそ

れを納めていなくても，十I＂次問屋 ω （運送取扱業者〉に対して一種の被用者

的立場∞におかれているので課税は適当でない」と否決されている。

このことは当時の仲仕組の営業状況を物語っているが，すでに仲次問屋と
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いう仲介的元論的存在があり，海運業に直結した例を除いては仲仕組はその

下請的立場となっていたことが分る。すなわち，組織規模の大小にかかわら

ず，荷役業が木来的に従属性の業であったことをしることができる。

業と して相当収益をあげていながらも 「一種の被用者的立場」 というの

は，い与えて妙であり，今日の専属的荷役下請業の性格をも適確に表現して

いる。まさに「資本による労働者の搾取が，こ Lでは労働者による労働者の

搾取を介して実施される（4）」木質は，こLでは，仲次問屋＝元請に対しては

被収奪者であり，仲仕＝港湾労働者に対しては搾取者である二面性を見せて

おり，それは荷役業発生のときから，すでに備わっていたことになる。

ちなみに，明治10年代に発足した荷役業者を列挙すると次のようなものが

ある。

1873 （明治6）年神戸，上組。横浜，村山組。

1879 （明治12）年 神戸，ニ ッケノレ商会（外人経蛍の元請）。

1880 （明治13）年神戸，鮮船会社（元請〉。

1882 （明治15）年横浜， ；横浜田消会社（鮮船業者）。

1884 （明治17〕年神戸，神戸桟橋会社。

これらのなかから，典型的な発展を見せたものとして，上組と神戸桟橋会

社についてとりあげてみる。

上組の発展史は，封建的労働組織の仲仕組が，その基本的性格を維持した

まま近代化する港湾運送様式に適応して，営業形態を形成し， 発展拡大させ

企業と しての成立をみた好個の実証で、あるω

神戸開港の当初，神戸浦には伊豆半七郎を差配人，半lj頭とする神戸浜1'1＇と

称し，運上所に詰所を有し水揚運搬の人足請負を業とする御用常人夫があ

り，沖行，水揚，高などの職種が一括されていた〈的。神戸浦が次第に発達し

てくるとかれらの作業場も拡大し， 1873c明治6〕年，神戸浜イ中は次のよう
に職種別組織に分化した。浜仲は港湾（まだ沿岸が主体であり，沖仲仕は独

立していない）における運搬を主とし，岡仲は薪炭の運搬を専門とした。 鳶

普組は筏運搬であった。
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1--1:.組〔旧札場浜組中心〉
I YJ~ fi:jiー｜
I I cjコ組 （旧走水浜組中心〉

神戸浜仲ー｜一岡イ＂＇＇＇

I 小頭t宮本善吉 （；な善組として独立）

浜仲の仕事は，Fl字船や帆船によって輸送される貨物の水揚や積込，配達，

倉入れをする労務の請負いで，職場内の荷主の倉庫等を職場としていたもの

で阿組は互いに職場を守り，繁忙時には労務者の相互の応援を求めて極めて

親密に業務を営んでいた。このことは沿岸荷役が主体であったことを意味し

ており，それは多数の仲間による，極めて非能率的な人力による水揚や大八

車による運搬であった∞。

1882 c明治15）年には，次に取上げる1111戸桟橋会社のj陸橋竣工とともに，
上組浜仲の西谷庄蔵外数名が退組して桟橋組を新設したのをはじめ，その後

次のように多くの組が上組傘下から独立した。

1882 （明治15）年桟橋me陸揚運搬商谷庄蔵外数名）
-1882 （明治15）年関m1組（8)0中行人足〉

上組 ｜1884 （明治17〕年消防組（外国人専属阪木宗兵衛外数名〉

-1887 （明治21〕年 三輪車iよ（三輪徳太郎）

1894 （明治28）年 大浜組（陸揚貨物運搬大浜岩吉外数名〕

これはいわば職人や商人のノレン分けに似ているが，個人が店舗を構える

のとは異なり， 「外数名」は一つの集団としての分離である。したがって，

個人的身分的に給分した一定数の配下を従えた人望も指導力もあり仕事もで

きる仲仕でなければ，新らしい組をつくることはできなかったはずで、ある。

それにしてもまずそれだけの分離，一競争同業者の増加1あるいは下請の重層

化を招く をしても営業が成立つという荷役需要がすでにあったものと考え

られる。

そうした一方で，1883c明治16〕年から1895c明治28）年まてj二組は仲間
を増やすのを中絶している。以上のような集団的な分離独立があれば減員は
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当然であるが，これには組織の結束を強化して良質のイ1j1仕を碓｛呆しようとし

たか，あるいは「一極の被用者的立場」という；•i:f;業を維持する人的規；｛）~の限

界を考慮したかとも考えられる、こうした規般の減少に対して荷役需要の大

きい場合には，当然日雇十I＇仕を ・(Jtうか，分離独立した組に協力融通をはかっ

たにちがいない。一方首業形態をみると， 1904・5（明治27・8）年までは，

港湾荷役として総合的に日負うことはなく，入港する外航船も和J役討i負栄治

とその者111立契約し，言:j＼，、記録では入港J~L＼を手J］山 111111の沖でとらえ契約して人夫

をつれていくという幼稚なもので，上組も司＿；： ·1-i~iーにあ~j通した華1l'fiの詰負の下請

をしていたのであるくの。

それが1895（貯治28）年には， 91名の仲間入れをしており，これは1:1清戦

争による貿易拡の地大にも影響され，下請専業から元詰業への拡大発展のた

めであったと考えられる。上組の粉、組織は独特Aのものであるが，こ Lではふ

れないことにする（10）。

上組の発展は，平イrj:i仕（イ＇I＇仕組子分〉→1111仕組（荷役下品業）親分→仲仕

組（荷役元；1'J・業）親分という仲仕の｜借層的上｜何分化と，十I＇仕組（荷役元副業）

子分→仲仕組（荷役下詰業〉親分という下向分化の典型をみせてくれる。

神戸。！長橋会社（正確には合木会社〉の創立は上組と全く刈照的である。大

｜袋財界の指導者であり，尚法会議所の初代会事lでもあった五代友厚の主｜叫に

よって，鴻池普右衛門，住友吉左衛門，中野吾ー，藤i王｜伝三郎，村野山人ら

同地の有力者が発起人となり， 1882（明治15）年に資本金16万円で創立され

た（11) もので，わが国港湾企業のu~·~矢 としたい。

同社が1884（明治17）年11月ネqi戸に竣工した，延長 149.8メートル（のち

28.4メー トノレ増〉， 11n2. 8メートノレ， 深さ－6～7.6メートルの木造大佐怖

は，工計149,000円を要し，大型船が十分係岸できるもので，当時としては，

恐らく全回収ーの接岸本船荷役のできる場所であった（山。

同社の蛍業内容は，木船荷役， 貨物の拐杭， 尉換えのほかに倉庫業も首
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み，1884（明治17）年8月には最初の私設上屋特許をうけ11月から営業を開

始 した川〉。 現在でいえば，専有埠頭を有した埠頭タ ーミナル ・元請業とで

もいえようか。対象船舶は主に外国船であった。

上組が，仲仕あるいはイ，，，仕組が，海運業（船主〉の従属的家業として，海

運業の発展にともなう資木蓄積〔きわめて小規模だが）によって次第に発展

拡大し成立したのにくらべて，神戸岐橋会社は，幕末から明治初期にかけて

商業資本の蓄積をとげた資産家の資本力によって，最初から全く規模の異

なる企業と して設立された。あたかも，幕末から明治前期にかけて， 一介の

水夫から船頭や船主に1±1-w：し，千石船を駆ってわが国海運業を リードした北

前船主 ・北前商人があり，そこにそれに比肩しやがてはそれを凌ぐ日本郵船

会社が，其「I業界に何らの伝統も有さぬ新興富豪資本による近代的海運業とし

て登場したのに似－cし、る。

注 (1) 羽田又七 〔石川底〉は1876（明治9〕年3月に三必の指定貨物上限扱業者とし

て契約し，三袋仙浜ぷ社以とのI/JIに契約書を耳見交した（契約書は「三変社誌」
第4ぢ93瓦以下〕。この契約が，三変のM!lli経必の合J!Jl化に役立つ反面で，初
任i又七の l!!l憎貨物））（~及業の発展に大きく寄与したことは疑いなし、。 lji]J 回は｜旦ll1N
業を基盤にして，やがて造船（横浜船製株式会社〉や鉄迫（横浜鉄道） Jノ設立；

に参加するなど，秘浜の経済界で活躍する一方， ・・市政の面でも重要な役者IJ

を来すようになる（「断浜市史・第4巻上」 531工0。
(2) ｜日幕時代からの［ム統により 木;f.[li'fij.iili業者のためにする仕事は，船宿を経由
し，その紹介またはー｜、訪で行う習慣だったが，（oi'型船の普及につれて仲仕調.ii
は宇佐で行われるようになり，船宿の名称はだんだんすたれ， l倣能も分化し，着

荷仲次業とか荷物以次業，荷造：n:J政栄といった新名弥が生れた。 （「 J］水港湾
運送事業史」 198京参Jl(~〕
(3) 明治20年一前後の一般的状出としては， -F店11i業者が多く ， 取扱貨物11悶につ
いて，イ中次問屋に｝天歩金と判、し2匝5毛を創ねられていた（「日本港湾運送事

業史」 198頁）

(4）岩波l坂「資本論」第1巻693頁。
(5) 上組については， 大.~：； Jf事太郎氏が「封主J! I拘労働組織の研究」で詳しく究明分
析しておられる。また「JI本港湾運送事業Y.'.Jおよび［」二組合資会社五十年
誌」は，その歴史的経総をまuる上で貴重な文献である。
(6）差配 人判政 伊豆半七郎

沖行人足 小野l 闘昨日消次郎
水 jt}人足小野｛ 長谷川~治

起｛r¥r仕筏%J:L 小YJ'.i ：必本議官
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人足頭
｜司

｜司

山口辰之助

浜仲芳成

吉田佐日）］

（上組五十年誌）
(7X9l 「上組合資会社五十年誌」
(8) J'1j1行人足 〔イ中｛上〕 j'1j1十i'LLと船l;'l仲｛J：とは災なる。 沖イ中仕とは，約外ー判1に
停泊した大型船の貨物車~1ilill しのためにそこまで 1±： かけーた専門の付｛ ｜；を指すので
あり，仲仕が船総内に入って仕事をするようになり，船内仲仕，船内イ，，，仕組が
できたのは，一般に J］街戦争以後のことである。

(10）上組の株組織については，大島rnri拘訂」 168～195頁，参j以。
白羽司 「三:JIニ倉庫五十年史」 97～98J.'.lo。2)1890 （切j治13年） 11月，上山惟t1!i'ーらが桟僑必築を願い出，92(15〕年にょう
ゃく許可になり，翌年利l戸俊総合本会社によって着工したものである。

5. あとがきーまとめと補選をかねて一

まず明治初期 （1870年代〕は，わが国初迎業の発述はまだ未熟で‘，海上愉

送は小型の大手l:J型l汎ftl{，＼や少数の西洋型帆船で行われ，大型船は全て外国船で

あった。港湾設備は整っておらず，わす．かに小型船の着岸がで、きるだけで，

大型船は全てが沖泊りをして貨物は灯、取りせねばならなかった。

そのため，荷役をする｛1J1仕組の仕司iは沿岸（浜）作業が主体であったが，

荷主の指定による十，，次問屋を介して外国船の仕事を前負い，沖荷役にいくや，，

仕組もあった。 この｛rj1次問屋はいわば元詰的機能を有していた。

船内荷役は船員が行っており，貨物も少 く，通常荷役は少数の常用仲仕で

まに合ったが，不足の折は，労働下宿や荷役周旋人をjillじて日雇十，，仕や日雇

人夫を淵述した。かれらの多くは強力的に土地を引離され港湾都市に流入し

たと！とプロレタ リアート であった。 また幕末米の浮浪者や｜必人も少くなかっ

守．‘
l ~C 

常用や，，仕と 日雇イ中位の階層差は歴然、と しており，ti金にも著しいひらきが

あった。その生活もまた悲惨をきわめた品低水準のものをやっと維持ーしてい

た。資本の原始的蓄積のために土地を奪われ，いままた組親方に搾取される

二重の苦痛を背負うかれらこそ，その芯、味でまさに当時の近代的港湾労働者

であった。
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明治10年代になると，船舶も凶洋型帆船が次第に和船に代るようになり，

わが国にも恭汽｛~；＿＼が出羽した J NL＼型は大型化した。しかしながら，なお港湾

設仙は整わぬま Lのr911反り荷役を行うヰj保であり，近代的港湾の修築は20年

代以後を待たねばならなかった。

船型の大型化，鉄道網の発述，内外貿易の振興により貨物誌はL白川｜し，荷

役需要は次第に多くなり，イ，，，仕の数も千，，仕組も多くなった。

日木郵政i会社や大｜仮尚船会社など，近代的なわが国tfJJ迎業が興ると，十，，仕

組の＇，'0；業形態にも変化が生じてくる。あるイ＂ ＇仕組 は，それらrfJJJlli業の荷役を

直接専属して~1 'J·負い，ある｛'r111i:イ，，，仕の組は独立した組となった。またある組

は分離して独立の組を生みつつ発展拡大した それら旧米のイ，，，仕組とは別

に，新興資木により全く新らしく港湾J!.U送業をはじめる会社も山Dlした、ザj

治10年代は，港湾荷役楽においても，ょうやく労働と経；：主（資本）の分化が

おこりはじめ，新旧入混じった山役業者の保々な経世形態の変化がみられた

11~， J山である。

明治20年代に入ると，船舶の近化代はさらに進み汽船の｜｜与代になる。大型

船の接出が可能になってくると，いままで船員がやっていた船内初役も十，，仕

が行うようになり，千，，仕の荷役も船内 ・沿岸の分業が始まり，その分業によ

りさらに新らしい組が分離して形成され，あるいは， tfU:運業，倉Jd1業，泌陸

辿絡業などの力で，全く新らしい荷役下請の仲仕組がつくられたりした。ま

た逆に， いままでの分れていた小さな組を統合して拡大するものも出現し

ザ初

μ」。


